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身体障がいのある方が各種の福祉サービスを受

けるために必要な手帳です。手帳の等級は１～6

級に分かれており、身体障害者福祉法に定める

障がいの種類および程度に該当すると認められ

た場合に交付されます。（身体障害者障害程度

等級表は161ページに掲載しています。） 

 

■申請に必要なもの 

次の必要書類を持参のうえ、障がい者福祉課身

体福祉係まで申請してください。 

① 身体障害者診断書・意見書（身体障害者福祉法

第15条の指定を受けた医師が記入したもの） 

・ 診断書・意見書は障がい者福祉課でお渡し
しているほか、東京都福祉保健局のホーム

ページからダウンロードすることもできます。 

② 顔写真１枚（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、無帽・上半身・

真正面、普通紙プリント不可） 

③ マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 

 

次の場合には、届け出が必要です。 

区 分 必要なもの 

障がいの程度変更、

種類の追加 

身体障害者診断書・意見書、

お持ちの手帳、顔写真 

手帳を紛失、破損ま

たは汚損したとき。 
（手帳を再交付します。） 

顔写真 

住所の変更 
（区外転出の場合は、

転出先の窓口へお問

い合わせください。） 
お持ちの手帳 氏名の変更 

本人が死亡したとき

や、障がいに該当し

なくなったとき。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 身体福祉係 

電話 3463-1937  FAX 5458-4935 

 

 

知的障がいのある方が各種の福祉サービスを受

けるために必要な手帳で、東京都が交付してい

ます。国の制度では「療育手帳」という名称です。

障がいの程度により1～４度に区分されていて、

障がいの程度を総合的に判定し、交付されます。 

 

 

新規・更新（※）の申請は、下記施設に直接予約を

して、判定を受けてください。必要な書類につい

ては、申請先にご確認ください。 

区 分 申 請 先 電 話 番 号 

18歳未満 
東京都児童相談
センター 

電話 5937-2314 

（渋谷区担当直通） 

18歳以上 
東京都心身障害
者福祉センター 

電話 3235-2961 

※ 満３歳、６歳、１２歳、１８歳になったとき、また、
知的障がいの程度に著しい変化が認められる

ときに、手帳の更新が必要です。 

 

次の場合には、届け出が必要です。手帳を持参

のうえ、下記窓口で手続きを行ってください。 

① 住所の変更があったとき。 

② 氏名、保護者の変更があったとき。 

③ 本人が死亡または都外へ転出したとき。 

④ 手帳を紛失、破損または汚損したとき。（手帳

を再交付します。） ※顔写真も必要です。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 知的福祉係 

電話 3463-1978  FAX 5458-4935 

手 帳 

身体障害者手帳 

新規・更新申請 

すでに手帳をお持ちの方 

これから申請する方 

手帳の内容変更・返還・再交付 

愛の手帳 
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精神障がいのため、長期にわたって日常生活や

社会生活に制約を受ける方の社会復帰や自立、

社会参加の促進を目的として交付される手帳で

す。手帳は、東京都から交付されます。 

東京都以外から手帳の交付を受けていた方が、

都内に転入したときは、他県転入の手続きが必

要です。 

 

 

次の必要書類を持参のうえ、障がい者福祉課精

神福祉係まで申請してください。 

■申請に必要なもの 

① 診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
※ 精神障がいにより障害年金を受給されて
いる場合には、年金証書等を用いて申請

することが可能です。その場合、診断書に

代わり、「年金証書等の写し」と「印鑑」が

必要です。 

② 顔写真１枚（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、無帽・上半身・
真正面、普通紙プリント不可） 

③ ハガキもしくは切手 

※ 手帳を窓口で受け取る場合には「ハガキ」、
郵送（簡易書留）で受け取る場合には「切

手」が必要です。 

④ マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 

 

次の場合には、届け出が必要です。 

区 分 必要なもの 

手帳を更新するとき。 

(お持ちの手帳の有効期限

の３か月前から、更新の申

請ができます。) 
新規申請時と

同じ 

手帳の等級変更の申請をす

るとき。 

手帳を紛失、破損または汚

損したとき。 
（手帳を再交付します。） 

お持ちの手帳、

顔写真、ハガキ

もしくは切手 

住所の変更 
（区外転出の場合は、転出先の

窓口へお問い合わせください。） お持ちの手帳 

氏名の変更 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 精神福祉係 

電話 3463-1905  FAX 5458-4935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳 

これから申請する方 

東京都が交付する手帳をお持ちの方 

冊子「道しるべ」を配布しています 

東京都では、精神保健福祉制度の内容、都内の相談機関、医療機関等についてまとめた冊子

「道しるべ」を毎年発行しています。 

■渋谷区の配布場所 

渋谷区では、下記の窓口で冊子を配布しています。 

・ 障がい者福祉課 （区役所本庁舎2階） 

・ 地域保健課 （区役所本庁舎7階） 

■発行元 

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当 

電話 5320-4464 


